
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 9 年 度 春 入学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 7 月 8 日分 ）  

 

試験科目：刑事訴訟法   

 

1 .  出題 趣旨  

 

設 問 １ で は 刑 事 訴 訟 法 で 法 定 さ れ て い る 捜 査 の 端 緒 に つ い て

説明 しな さ い。  

・捜 査の 端 緒と はな にか を 定義 する こと 。  

・ 刑 事 訴 訟 法 が 定 め る 措 置 な い し 手 続 の う ち 、 捜 査 の 端 緒

の 役 割 を 果 た す も の を 列 挙 し 、 そ の 趣 旨 を 簡 潔 に 説 明 す る こ

と。（例 ）検 視 (２２ ９ 条 ） の摘 示。  

・ 告 訴 、 告 発 、 請 求 の 摘 示 。 特 に 、 告 訴 に つ い て 、 意 義 や

効果 の限 界 等に 簡潔 に触 れ るこ と。  

設 問 ２ で は 被 疑 者 を 勾 留 す る た め の 手 続 と 要 件 に つ い て 説 明

しな さい 。  

・ 捜 査 機 関 に よ る 逮 捕 、 検 察 官 へ の 送 致 、 検 察 官 に よ る 勾

留 請 求 ま で の 流 れ を 時 間 的 制 約 を 含 め て 簡 潔 に 説 明 す る こ と 。  

引 き 続 き 、 裁 判 官 に よ る 勾 留 質 問 手 続 と 事 実 の 取 調 べ に よ

る 勾 留 要 件 の 審 査 を 経 て 、 勾 留 状 が 発 付 さ れ る こ と 、 検 察 官

の 執 行 指 揮 に 従 い 、 刑 事 収 容 施 設 法 施 設 （ 多 く は 、 警 察 署 ・

本 部 の 留 置 場 ） で 勾 留 と し て の 身 体 拘 束 が 実 施 さ れ る こ と 等

につ いて 条 文を 適切 に引 用 しな がら 簡潔 に 説明 する こと 。  

なお 、 憲 法 ３３ 条， ３４ 条 にも 言及 する こ とが 望ま れる 。  

設 問 ３ で は 証 人 尋 問 の 方 式 ， 尋 問 の 際 に 物 な ど を 示 す 方 式 に

つい て説 明 しな さい 。  

 ・ 法 ３ ０ ４ 条 を 踏 ま え な が ら 、 規 則 １ ９ ９ 条 の ２ な い し １

９ ９ 条 の ９ ま で の 証 人 尋 問 の 方 式 に つ い て 簡 潔 に 説 明 す る こ

と。 交互 尋 問、 主尋 問で の 誘導 禁止 など に 触れ るこ と。  

・ 規 則 １ ９ ９ 条 の １ ０ 、 １ １ 、 １ ２ の 規 定 の 説 明 と 趣 旨 に

つい て説 明 する こと 。  

 

2 .  採点 実感  

 

 設 問１ に つい て、「 捜査 の 端緒 」の定 義 一般 を 踏ま えて 、例

え ば 、 検 視 （ 法 ２ ２ ９ 条 ） が な ぜ 捜 査 権 発 動 の 要 否 を 判 断 す

る契 機と な るの か趣 旨に 沿 った 説明 にな っ てい ない 。  

設 問 ２ に つ い て 、 条 文 に 沿 っ て メ リ ハ リ の あ る 記 述 が で き

るか どう か をみ るも ので あ るが 、 条 文の 列 挙に なり がち 。  

憲法 を引 用 する もの もな か った 。  

 



設 問 ３ に つ い て 、 証 人 尋 問 の 趣 旨 ・ 目 的 を 踏 ま え て 基 本 構

造 （ 主 尋 問 ・ 反 対 尋 問 ・ 補 充 尋 問 。 な お 、 介 入 尋 問 も 摘 示 が

あ る と な お よ い ） と そ の 手 法 （ 誘 導 禁 止 、 誘 導 原 則 の ル ー ル

など ）を 書 けた 者は いな か った 。  

 

3 .  学習 方法  

 

 刑 事 訴 訟 法 の 定 評 の あ る テ キ ス ト で 手 続 の 基 本 的 な 流 れ を

説 明 で き る こ と （ 自 分 が 弁 護 人 だ と 思 っ て わ か り や す く 簡 潔

に説 明で き る暗 記を する こ と）、個々 の概 念 の定 義を 暗記 す る

こと 。  

 

 

 

 

 


